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 《トラブル》  

 

    ④同意書    ④同意書 

         提出      提出依頼

                (規則第５条)  《相　 談》           《斡　 旋》    《不　 調》 

 

 

 

 

                       ③付託決定の     ①調整会議への 

                          通知             付議依頼

　 　 　 　 　 　 　 　 (選定要綱第８第２項)　　(選定要綱第６) 

 

                                      

  

 

 

 

 

 

 

       　 　 　   　 　 　   (条例第49条)        ②付託の決定 

                            （部長決裁）

                           (選定要綱第８第１項) 

  

  ⑥あっせん又は         ⑥あっせん又は    

    調停開始の通知         調停開始の通知

    (規則第31条)                                          (規則第31条) 

                 ⑦処理結果の              ⑤付　 　 託 

                   報告                    (条例第24条第３項) 

                 (規則第38条) 

                                

                    

 

 

 

道立消費生活センター

道　 　 　 　 　 　 民

消費者安全課 

（消費者苦情処理委員会事務局）

知　 　 事（環境生活部長）

北海道消費者苦情処理委員会 

 　 （･斡旋開始通知　 ・事情聴取　  

　 　 ・斡旋調停　 　   ・打切通知   等）

事　 　 業　 　 者　 　 等

調　 整　 会　 議 

【委員会に付託すべき事案の検討】 

 〈付託要件〉 

　  ・道立センターが解決困難 

   ・道民に広く影響を及ぼす恐れ

⑧結果公表

（構成） 

・消費者安全課 

・道立センター

（構成:7名） 

・ 学 識 経 験 者 

・弁護士 

・相談員 等
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